
　

家
屋（
建
物
）や
土
地
の
固
定

資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
新
・
増
築
家
屋
や

取
壊
し
家
屋
の
把
握
に
努
め
て

い
ま
す
が
、
適
切
な
課
税
を
行

う
た
め
、
次
の
よ
う
な
と
き
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

新
・
増
築
を
し
た
と
き

　

住
宅
、
店
舗
、
車
庫
、
物
置

な
ど
の
家
屋
を
新
築
し
た
方
は
、

新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

課
税
の
基
礎
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、
税
務
課
職

員
が
家
屋
調
査
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
完
成
後
お
早

め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
都

合
の
良
い
日
を
相
談
の
う
え
、

お
伺
い
し
ま
す
。

取
壊
し
を
し
た
と
き

　

家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を

取
壊
し
た
方
は
、
翌
年
度
か
ら

取
壊
し
た
家
屋
の
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す

（
た
だ
し
、取
壊
し
時
期
に
よ
っ

て
は
、
そ
の
ま
ま
課
税
さ
れ
ま

す
）。
土
地
の
税
額
が
変
わ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
法
務
局（
登
記
所
）に

取
壊
し
の
登
記
手
続
き
を
し
た

方
は
、
連
絡
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

土
地
の
利
用
形
態
を
変
更

し
た
と
き

　

土
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

用
途
を
変
更
し
た
場
合（
駐
車

場
に
し
た
、
太
陽
光
発
電
設
備

を
設
置
し
た
等
）は
、
土
地
の

税
額
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

税
務
課
資
産
税
班

☎（
84
）１
２
１
２

○
ス
ロ
ー
ガ
ン

　

歩
行
者
を　

守
る
気
づ
か
い

　

思
い
や
り

○
運
動
重
点

▪ 

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止

▪ 

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

▪ 

後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の

座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

い
着
用
の
徹
底

▪
飲
酒
運
転
の
根
絶

環
境
防
災
課
防
災
班

☎（
84
）１
２
１
６

　

農
地
は
、
無
断
・
無
許
可
で

農
地
以
外
に
転
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

違
反
転
用
を
発
見
し
た
と
き

は
、
地
権
者
に
対
し
、
是
正
指

導
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

農
地
を
転
用
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
農
地
法
の
手
続
き

を
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

農
業
委
員
会
事
務
局

☎（
84
）１
２
４
２

募
集
作
品

▼
ポ
ス
タ
ー

内 　

容　

明
る
い
選
挙
を
呼
び

掛
け
る
も
の

画　

材　

描
画
材
料
は
自
由

大 

き
さ　

画
用
紙
の
四
ツ
切
、

八
ツ
切
も
し
く
は
そ
れ
に
準

ず
る
大
き
さ

▼
標　

語

内 　

容　

き
れ
い
な
選
挙
の
推

進
ま
た
は
棄
権
防
止
の
呼
び

掛
け
を
表
す
も
の（
一
人
２

点
ま
で
）

字　

数　

20
字
以
内

▼
動　

画

内 　

容　

投
票
に
行
き
た
く
な

る
動
画（
１
分
以
内
）

※ 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
実
写
は

問
い
ま
せ
ん
。

対　
　

象

ポ 

ス
タ
ー
・
標
語
…
小
学
校
児

童
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の

生
徒

動 

画
…
町
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

申
込
期
限　

９
月
６
日（
金
）

選
挙
管
理
委
員
会

☎（
84
）１
２
１
１

　

子
育
て
・
家
族
・
家
計
の
問

題
、
介
護
、
仕
事
探
し
、
住
ま

い
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。

と　

き　

○
７
月
26
日（
金
）

　
　

障
害
者
の
就
労
相
談

○
８
月
23
日（
金
）

　
　

司
法
に
関
す
る
相
談

○
９
月
27
日（
金
）

　
　

暮
ら
し
の
相
談

※
午
前
10
時
〜
正
午

※
要
事
前
予
約（
一
人
30
分
程
度
）

と
こ
ろ　

町
民
会
館
会
議
室

対
象
者　

町
内
在
住
の
方

対 

応
者　

社
会
福
祉
士
、
精
神

保
健
福
祉
士
等

費　

用　

無
料

そ 

の
他　

福
祉
課
窓
口
で
の
相

談
や
自
宅
へ
の
訪
問
相
談

（
後
日
）も
で
き
ま
す
。
希
望

す
る
方
は
、
事
前
に
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

中
核
地
域
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
さ
ん
ネ
ッ
ト

☎
０
４
７
５（
77
）７
５
３
１

さ
ん
ぶ
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
リ

ン
ク
サ
ポ
ー
ト

☎
０
４
７
５（
77
）７
５
３
２

FAX（
共
通
）０
４
７
５（
77
）７
５
３
８

７
月
10
日
〜
19
日

夏
の
交
通
安
全
運
動
を

実
施
し
ま
す

明
る
い
選
挙
啓
発
作
品

を
募
集
し
ま
す

▪
家
屋
の
新
・
増
築
や
取
壊
し
を
し
た
と
き

▪
土
地
利
用
形
態
を
変
更
し
た
と
き

ご
連
絡
く
だ
さ
い

ご
連
絡
く
だ
さ
い

暮
ら
し
の
お
悩
み
相
談

会
を
開
催
し
ま
す

７
月
〜
９
月

農
地
の
違
反
転
用
防
止

対
策
強
化
月
間
で
す
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